
地公労総務部長交渉は、両教組の教育長交渉から積み上
げ、最終の地公労知事交渉へつなぐ賃金確定のための重要
な交渉です。
今回の総務部長交渉は、11月11日に、今年７月に着任
した若林拓部長とのはじめての地公労交渉であり、高教組
からは本部執行委員と支部・単組からの代表者計20名が
参加しました。
交渉前には、県庁舎中庭で決起集会も開催しました。
交渉の冒頭、以下のような回答がありました。

～冒頭回答～
１　今回の給与改定については、次のとおりとしたい。
（１�）各職給料表については、人事委員会勧告のとおりとし、令和４年４月１日から適用したい。
　　�　また、技能労務職員に適用される給料表のうち、知事部局の農業技術員については別表１のとおり、その他の技能

労務職員については別表２のとおりとし、令和４年４月１日から適用したい。
　　※別表２については、高教組速報第11号（11月15日発行）参照。
（２）勤勉手当については、令和４年12月１日から、人事委員会勧告のとおり措置したい。

２　旅費制度および通勤手当制度については、令和５年４月１日から別表３のとおりとしたい。
　（別表３）　　◎旅費制度　　［旅行雑費の見直し］

現　　行 見直し案

旅行雑費
県外

県内
県外

県内

用務地が県
の施設以外

用務地が
県の施設

用務地が県
の施設以外

用務地が
県の施設

公共交通
機関利用 1,200円 600円 300円 公共交通

機関利用 600円 300円 0円

上記以外 600円 300円 0円 上記以外 300円 300円 0円

決起集会の様子

地公労賃金確定総務部長交渉
と　き　11月11日　　　ところ　県庁本館人事課分室
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◎通勤手当制度　　［特別料金等加算の見直し］
現行 見直し案

高速利用 〇ETC利用者
��｛（片道の高速料金×50％）×31回
　　　　　＋片道の高速料金×11回｝×4/5
〇現金利用者
���（片道の高速料金×21日×２回）×4/5

〇ETC利用者
��｛（片道の高速料金×50％）×31回
　　　　　＋片道の高速料金×11回｝×2/2
〇現金利用者
　ETC利用者に同じ

特急利用 〇特急利用者
　普通運賃と特急料金を合わせ（鉄道運賃）、月55,000
円まで支給。月55,000円を超える鉄道運賃については、
4/5まで支給。
　※バス併用者については、鉄道運賃との合計で月55,000円
を超える場合は、55,000円を超える額の4/5を支給。

〇特急利用者
　普通運賃と併用分（バス、交通用具）を合わせ、月55,000
円まで支給。
　上記に加え、特急料金を全額支給。

～補足説明（抜粋）～
〇人事委員会勧告について
　�　特に給料表については水準調整給料表が勧告され、引上げ改定の
影響が、高年齢層職員も含めて全ての職員に及ぶ内容となっている。
〇給料表について
　�　各職給料表については、人事委員会が勧告した給料表のとおり引
上げ改定を行い、令和４年４月１日から遡って適用したい。
〇勤勉手当について
　�　令和４年12月に支給される再任用職員以外の勤勉手当の支給割合
を現行の0.95月分から1.05月分に引上げ、令和５年６月以降については、６月および12
月に支給される再任用職員以外の勤勉手当の支給割合を現行の0.95月分から1.00月分に
引上げ改定したい。
〇旅費制度および通勤手当制度の見直しについて
　�　地域内を巡回する場合の交通費や通信連絡費を賄うことを目的とする旅行雑費につ
いて、実態に合ったものに見直し、高速・特急加算の支給率を、現行の５分の４から
２分の２に改善したい。

　その後、18の項目について交渉を行いました。
～参加者からの要求～
〇管理職に対して、評価システムの研修を十分に行うこと。
〇ガソリン価格が高騰している中、通勤手当について何らかの措置を講じること。
〇�超過勤務が、教員志望者減少の一因となっている。超勤縮減について、抜本的な改革
を行うこと。

　最後に、以下のような回答がありました。
～最終回答～
　前回の回答に、次のとおり回答する。
　継続任用前に減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当基本額の算定については、継
続任用された日の前日時点で退職したとした場合の基本額を下回ることのないよう措置する方向で検討したい。
　なお、詳細については、別途事務的に協議したい。

～補足説明（抜粋）～　　※退職手当のピーク時特例にかかる独自措置について
　本日の交渉の中で、皆さん方から「継続任用後に退職手当を受給した場合、退職手当の基本額が60歳で退職した場合より
不利となるようなケースが生じないようにしてもらいたい」との主張があった。このことを踏まえて検討した結果、回答の
とおり、60歳前に給料表異動等により給料月額が減額されたことのある職員が継続任用後に退職手当を受給しても基本額が
不利とならないよう、独自措置を講じたいというものである。具体的には、現行規定ではピーク時を１ヶ所しかとることが
できないが、60歳前におけるピーク時と７割措置を受けた時点の２ヶ所をとることができるようにすることで、60歳時点で
退職手当を受給したと仮定した場合の基本額を下回ることのないよう、退職手当条例の規定を改正する方向で検討したい。
　なお、詳細については、別途協議したい。

交渉室の様子

若林総務部長

安倍久美子事務職組委員長
（中津北分会）
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地公労は、総務部長交渉に続き、11月14日に賃金確定
知事交渉を行い、高教組からは本部執行委員、支部・単組・
専門部（女性部のみ）の21名が参加しました。また、今
回の交渉は、退任を表明した広瀬勝貞知事に対して行う、
最後の確定交渉でした。
交渉前には、11月に落成式を開いたばかりの新しい自
治労会館で決起集会を行い、女性部代表の馬見塚淳さん
（別府鶴見丘分会）が「先日出された県の人事委員会勧告
は、３年ぶりに月例給・期末勤勉手当ともに引上げとなり
ました。これまで私たちが求めてきた結果と捉えられるも
のの、会計年度任用職員等には支給されない勤勉手当に配
分されるなど、納得できない内容となっています。私たち
は、労働者として怒りをもって行動に移さなければなりま
せん。本日の賃金確定知事交渉は、今までの各級交渉を積
み上げた頂点となる交渉です。私たち公務員労働者の、生
活改善・向上につながる内容を回答として引き出せるよう
力を結集し、ともにがんばりましょう！」と力強く決意表
明を述べました。

交渉の冒頭、以下のような回答がありました。
～冒頭回答～
　前回までの回答に、次のとおり追加する。
　１　�県外旅行で公共交通機関を利用する場合の旅行雑費については、令和５年４月１日から、１日につき900円に改めた

い。
　２　�自動車等使用者の通勤手当については、人事委員会と協議のうえ、令和５年１月１日から、その使用距離に応じ、

別表のとおりとしたい。

（別表）　　　通勤手当　［自動車等使用者の支給額］

片道の使用距離 支給額 片道の使用距離 支給額

２km以上４km未満 2,300円 45km以上50km未満 30,700円

４km以上７km未満 4,300円 50km以上55km未満 33,700円

７km以上10km未満 6,800円 55km以上60km未満 36,800円

10km以上15km未満 9,500円 60km以上65km未満 40,300円

15km以上20km未満 12,900円 65km以上70km未満 44,400円

20km以上25km未満 16,200円 70km以上75km未満 48,400円

25km以上30km未満 19,800円 75km以上80km未満 51,400円

30km以上35km未満 22,900円 80km以上85km未満 54,400円

35km以上40km未満 25,800円 85km以上　�　　　� 55,000円

40km以上45km未満 28,300円

地公労賃金確定知事交渉
と　き　11月14日　　　ところ　県庁本館人事課分室

決起集会の様子

馬見塚淳さん 尾野副知事

1955年９月21日第３種郵便物認可　　　　　　大 分 県 高 教 組 　　　　　　（2022年12月15日）　毎月１日.15日発行　第2288号　（3）



～冒頭回答補足説明および見解（抜粋）～
〇自動車等使用者の通勤手当の改善
　�　先日の総務部長交渉において、皆さん方から強い主張があったことを踏
まえて、交通用具使用者の通勤手当額については、人事委員会と協議のう
え、回答２のとおり引き上げる。具体的には、職員の負担軽減の観点から、
14km/Ｌで１年間据え置きたいというものである。
　�　これにより60km未満の区分では現行より100円の引上げ、60km以上85km
未満の区分では200円の引上げとなる。
〇教職員の人員確保にむけたとりくみ
　�　先日の総務部長交渉において、教員不足の中、学校現場で頑張っている
皆さん方の勤務実態について、熱心な議論が行われたとの報告を受けている。
　�　その中で、期末勤勉手当の10％役職加算基準にかかる課題についての指摘があったこと
の報告も受けているので、本日の交渉で、何ができるのか皆さんの意見を聞きたい。

　その後、「住居手当、扶養手当、通勤手当および単身赴任手当等の諸手当を改善し、増額す
ること」や「再任用職員等の勤務労働条件を改善すること」等、18の項目について交渉を行
いました。
～参加者からの要求～
〇�休日の部活動が大きな負担である。せめて交通費は支給する等、何らかの措置を講じること。
〇�再任用教職員の働きなしでは学校は成り立たない。業務は減るどころか増えている。それな
のに、賃金が減らされるのは非常に不合理である。

　交渉後、以下のような最終回答が示されました。
～知事交渉最終回答～
　前回までの回答に、次のとおり回答する。
１�　期末・勤勉手当の職務別段階加算基準のうち、一般職員の10％加算基準につい
ては、人事委員会と協議のうえ、令和５年４月１日における基準号給を現行より
４号給前倒ししたい。
２�　自動車等使用者の通勤手当については、人事委員会と協議のうえ、令和５年１
月１日から、その使用距離に応じ、別表のとおりとしたい。

（別表）　　　通勤手当　［自動車等使用者の支給額］

片道の使用距離 支給額 片道の使用距離 支給額

２km以上４km未満 2,400円 45km以上50km未満 30,800円

４km以上７km未満 4,400円 50km以上55km未満 33,800円

７km以上10km未満 6,900円 55km以上60km未満 36,900円

10km以上15km未満 9,600円 60km以上65km未満 40,400円

15km以上20km未満 13,000円 65km以上70km未満 44,500円

20km以上25km未満 16,300円 70km以上75km未満 48,500円

25km以上30km未満 19,900円 75km以上80km未満 51,500円

30km以上35km未満 23,000円 80km以上85km未満 54,500円

35km以上40km未満 25,900円 85km以上　　　　 55,000円

40km以上45km未満 28,400円

　最後に、窪田書記長が広瀬知事に対し、「臨時・非常勤の待遇改善」「教職員の負担軽減」について現状や課題を投げかけ、
交渉は終了しました。
　参加されたみなさん、本当にお疲れさまでした。今後も山積する課題解決のために団結して頑張っていきましょう。

交渉室の様子

堀尾里加現業職組委員長
（日出支援分会）

広瀬知事
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